
伊勢原 市森林 環境 税の免 除の取 扱い に関す る要綱  

（趣旨 ）  

第１条  この 要綱 は、森 林環境 税及 び森林 環境譲 与税 に関す る法律 （平

成３１ 年法律 第３ 号。以 下「 法 」と いう。）第 １１ 条 に規定 する森 林環

境税の 免除に つい て 、法及び 森林 環 境税及 び森林 環境 譲与税 に関す る法

律施行 令（令 和４ 年政令 第３０ ０号 。以下「 令」と い う。）に 定める も

ののほ か、そ の取 扱いに 関する 事項 を定め るもの とす る。  

（免除 の取扱 い）  

第２条  森林 環境 税は、 法第 １ １条 に基づ き、納 税義 務者が 令第５ 条か

ら第７ 条まで の規 定に該 当する 場合 、免除 する。  

２  令 第７条 に規 定する 総務大 臣が 定める 場合に おい て、 森 林環境 税及

び森林 環境譲 与税 に関す る法律 施行 令 第７ 条第１ 号及 び第２ 号に規 定  

 する 総務大 臣が 定める 場合を 定め る件 （ 令和４ 年総 務省告 示第３ １０

号）によ る免除 は 、次の各 号に掲 げ る場合 に応じ、当 該各号 に定め る と

おり判 定する もの とする。この場 合 におい て 、判定 に おける 調査に おい

ては 、伊勢 原市 個 人市民 税及び 県民 税の減 免諾否 の決 定の取 扱いに 関す

る事務 処理要 綱（ 令和６ 年伊勢 原市 告示第  号。以下「要綱 」と いう 。）

第３条 第１項 に規 定 する 個人市 民税・県民税減 免要 件 調査書 により 行う

ものと する。  

(1) その年の 合計 所得金 額の見 込額 が前年 中の合 計所 得金額 に比し て

著しく 減少し たこ とによ り、生 活が 著しく 困難と なっ た場合  要綱 第

３条の 減免諾 否の 決定に 係る要 件調 査によ り 該当 する 者が、同 条第 ３

項に規 定する 失業 等によ る減免 割合 等判定 調書に よる 減免適 用割合

が全部 に該当 する 場合に 免除と する 。  

(2) 森林環境 税の 納税義 務者の 責め に帰す べき事 由に よらず に次に 掲

げる状 態に該 当す ること となっ たこ とによ り、生 活が 著しく 困難と な

った場 合  要 綱第 ４条の 規定に 該当 する 者 が、伊 勢原 市税条 例施行 規

則（ 平成１ ５年伊 勢原市 規則第 １０ 号）第４条 第１項 第３号 に規定 す

る減免 の割合 が全 部 に該 当する 場合 に免除 とする 。  

３  森 林環境 税は 、納付 済であ るか を問わ ず申請 後の 納期に 当たる 税額

を対象 として 免除 する。  

（申請 及び決 定）  

第３条  令第 ３条 第１項 に規定 する 申請書 は、森 林環 境税免 除申請 書（ 第  

 １号 様式） とす る。  



２  市 長は、 令第 ３条第 １項 に 規定 する申 請があ った ときは 、速や かに

免除の 可否を 決定 し、森林環 境税 免 除決定（ 却 下）通 知書（第２ 号様 式 ）

により 申請者 に通 知しな ければ なら ない。  

３  令 第３条 第２ 項 に規 定する 免除 を受け るよう とす る事由 を証明 する

書類は 、要綱 第５ 条各号 に規定 する 書類と する。  

   附  則 （令 和６年 ３月２ ２日 告示第 ３９号 ）  

この告 示は、 令和 ６年４ 月１日 から 施行す る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第３条関係） 

 

年度森林環境税免除申請書 

 

                            年  月  日  

 

伊 勢 原 市 長 殿 

 

 申請者（納税義務者） 

  住所又は居所                                    

  氏    名                                   

  電話番 号                                    

 

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第１１条の規定による森林環境税の

免除を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

期 別 内 訳 税     額 納  期  限 

第     期 円       年   月   日  

第     期 円       年   月   日  

第     期 円       年   月   日  

第     期 円       年   月   日  

第     期 円       年   月   日  

合     計 円       年   月   日  

免除を受けようとする理由 

 

備考 

  １ この申請書は、納期限までに提出してください。 

  ２ 免除を受けようとする理由は具体的に記入し、事実を証する書面を添付し 

てください。 



第２号様式（第３条関係） 

 

年度森林環境税免除決定（却下）通知書 

 

伊勢原市指令（  ）第  号  

  年  月  日  

 

    様 

 

    伊勢原市長  髙 山 松太郎     

 

 森林環境税の免除について、次のとおり決定したので通知します。 

決 定 区 分 □次のとおり免除します。 □次のとおり免除しません。 

期 別 内 訳 税 額 免  除  額 差引納付税額 

      期分  円 円 円 

      期分  円 円 円 

      期分  円 円 円 

      期分  円 円 円 

      期分  円 円 円 

 合       計 円 円 円 

免除決定（却下）の理由 

 

備考 

１ 免除事由が消滅したときは、直ちにその旨を申告してください。 

２ この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３月以内に伊勢原市長に対して審査請求をすることができます。また、この処分

の取消しを求める訴えをする場合は、前記の審査請求に対する裁決の送達を受けた日

の翌日から起算して６月以内に市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長

となります。) 提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査

請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。ただし、次の各号

のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴え

を提起することができます。 

   (1) 審査請求があった日から３月を経過しても裁決がないとき。 

   (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の

必要があるとき。 

   (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

                      事務担当は、伊勢原市市民税課 

0463-74-5429（直通） 


